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本
稿
の
目
的

　

本
稿
は
、
自
民
党
内
に
お
い
て
参
議
院
自
民
党
が
ど
れ
だ
け
の
自
律
性
を
有
し
て
い
る
の
か
を
、
そ
の
人
事
を
長
期
的
に
観
察
す

る
こ
と
を
通
じ
て
、
実
証
的
に
検
証
す
る
。

　

自
民
党
に
所
属
す
る
参
議
院
議
員
に
よ
っ
て
組
織
、
運
営
さ
れ
る
参
議
院
自
民
党
は
、
自
民
党
内
に
お
い
て
特
殊
な
位
置
づ
け
に

あ
る
と
い
え
る
。
ま
ず
、
参
議
院
自
民
党
は
党
所
属
の
全
て
の
参
議
院
議
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
参
議
院
議
員
総
会
を
最
高
決
定
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機
関
と
し
、
参
議
院
議
員
総
会
は
自
民
党
の
党
則
に
お
い
て
、「
両
院
制
度
の
本
旨
に
か
ん
が
み
、
参
議
院
に
お
け
る
党
の
国
会
活

動
に
関
す
る
事
項
を
審
議
決
定
す
る
」
と
さ
れ
て
い
る
（
党
則
六
〇
条
））

1
（

。
そ
れ
を
「
招
集
し
、
議
長
と
し
て
そ
の
運
営
に
当
た
る
」

の
が
、
参
議
院
自
民
党
の
領
袖
た
る
参
議
院
議
員
総
会
長
（
以
下
、
議
員
会
長
と
い
う
）
で
あ
り
（
党
則
六
一
条
二
項
）、
議
員
会
長
と

そ
れ
を
補
佐
す
る
副
会
長
（
五
名
以
内
）
は
、
自
民
党
の
幹
事
長
や
政
調
会
長
な
ど
の
よ
う
に
総
裁
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
で
は

な
く
、「
参
議
院
議
員
総
会
に
お
い
て
公
選
」
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
同
条
四
項
）。

　

次
に
、
参
議
院
自
民
党
に
は
、
図
1
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
参
議
院
内
に
お
け
る
機
関
」
と
し
て
（
党
則
七
章
三
節
）、「
参

議
院
内
に
お
け
る
党
の
国
会
活
動
の
遂
行
の
た
め
、
参
議
院
幹
事
長
、
参
議
院
政
策
審
議
会
長
、
参
議
院
国
会
対
策
委
員
長
そ
の
他
、

必
要
な
役
員
」
が
置
か
れ
て
い
る
（
党
則
六
三
条
）。
そ
れ
ら
参
議
院
自
民
党
の
執
行
部
は
「
参
議
院
議
員
総
会
で
選
挙
、
又
は
承
認

を
得
て
決
定
」
さ
れ
（
同
条
二
項
）、
参
議
院
幹
事
長
に
つ
い
て
は
一
九
九
四
年
以
降
、
議
員
会
長
と
と
も
に
自
民
党
役
員
会
の
メ

ン
バ
ー
と
な
っ
て
い
る
（
二
五
条
二
項
））

2
（

。
さ
ら
に
、
参
議
院
自
民
党
は
自
民
党
の
党
則
と
は
別
に
自
ら
の
会
則
を
持
つ
ほ
か
、
参
議

院
内
に
事
務
局
を
構
え
、
独
自
に
職
員
を
雇
用
し
て
い
る）

（
（

。

　

一
方
、
衆
議
院
自
民
党
に
も
衆
議
院
議
員
総
会
が
存
在
し
（
党
則
七
章
一
節
）、
参
議
院
議
員
総
会
と
同
様
に
、「
衆
議
院
に
お
け

る
党
の
国
会
活
動
に
関
す
る
事
項
を
審
議
す
る
」（
同
五
七
条
）。
ま
た
、
そ
こ
に
衆
議
院
議
員
総
会
長
と
そ
れ
を
補
佐
す
る
副
会
長

（
三
名
以
内
）
が
置
か
れ
て
い
る
点
も
参
議
院
自
民
党
と
同
様
で
あ
る
（
党
則
五
八
条
）。
し
か
し
、
衆
議
院
自
民
党
に
つ
い
て
は
党

則
上
、「
参
議
院
内
に
お
け
る
機
関
」
に
相
当
す
る
規
定
が
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
参
議
院
自
民
党
の
幹
事
長
な
ど
に
あ
た
る
ポ
ス

ト
は
存
在
し
な
い
。
自
民
党
の
幹
事
長
、
政
調
会
長
、
国
会
対
策
委
員
長
は
い
ず
れ
も
衆
議
院
議
員
が
独
占
し
て
き
た
ポ
ス
ト
で
あ

る
が
、
そ
れ
ら
は
院
内
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
院
外
の
党
本
部
に
置
か
れ
て
い
る
。

　

そ
の
た
め
、
自
民
党
の
衆
議
院
議
員
は
衆
議
院
内
に
お
い
て
独
自
に
活
動
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
自
民
党
内
に
お
い
て
主
要

な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
参
議
院
議
員
は
党
本
部
で
も
様
々
な
役
職
に
就
き
（
佐
藤
・
松
崎　
一
九
八
六
、
石
間　
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図
1　
自
民
党
本
部
組
織
図
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二
〇
一
八
、
石
間
・
建
林　
二
〇
二
〇
、
松
浦　
二
〇
二
二
）、
衆
議
院
議
員
と
と
も
に
党
運
営
を
担
う
一
方
で
、
閣
僚
人
事
に
際
し
て
は

首
相
に
対
し
参
議
院
議
員
の
入
閣
候
補
者
を
提
示
す
る
な
ど
、
参
議
院
自
民
党
と
し
て
独
自
の
動
き
を
み
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

自
民
党
内
に
お
い
て
参
議
院
議
員
が
参
議
院
自
民
党
と
い
う
独
立
的
な
機
関
を
組
織
し
て
い
る
の
は
、
日
本
の
国
会
が
二
院
制
を
採

用
し
、
自
民
党
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
議
院
に
所
属
す
る
議
員
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
政
党
で
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
の
自
民
党
に
関
す
る
先
行
研
究
の
多
く
は
、
そ
う
し
た
自
民
党
の
構
造
的
な
特
徴
を
考
慮
す
る
こ
と

な
く
、
組
織
論
的
に
は
専
ら
党
内
に
割
拠
す
る
派
閥
に
焦
点
を
あ
て
て
き
た
。
ま
た
、
自
民
党
の
派
閥
は
有
力
な
衆
議
院
議
員
に

よ
っ
て
率
い
ら
れ）

4
（

、
総
裁
や
党
三
役
（
幹
事
長
、
政
調
会
長
、
総
務
会
長
）
を
は
じ
め
、
主
要
な
党
役
員
に
も
衆
議
院
議
員
が
就
く
こ

と
が
慣
例
化
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
衆
議
院
議
員
に
分
析
の
対
象
が
限
ら
れ
、
参
議
院
議
員
に
つ
い
て
は
分
析
か
ら
除
外
さ
れ
る
こ

と
も
少
な
く
な
っ
た
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
本
稿
で
は
自
民
党
を
異
な
る
議
院
に
所
属
す
る
議
員
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
組
織
と
し
て
捉
え
直
し
、
参
議
院

自
民
党
が
自
民
党
内
に
お
い
て
、
高
い
自
律
性
を
持
っ
た
ア
ク
タ
ー
で
あ
る
こ
と
を
、
そ
の
人
事
に
着
目
し
て
明
ら
か
に
す
る
。
以

下
、
二
節
で
は
、
先
行
研
究
の
課
題
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
参
議
院
自
民
党
の
権
力
基
盤
を
踏
ま
え
、
そ
の
自
律
性
に
関
す
る
仮
説

を
導
出
す
る
。
三
節
で
は
、
本
稿
の
仮
説
を
検
証
す
る
う
え
で
、
ど
の
よ
う
な
観
点
か
ら
参
議
院
自
民
党
の
人
事
を
分
析
す
る
か
を

示
す
。
四
節
で
は
、
参
議
院
自
民
党
内
に
お
け
る
各
派
閥
の
勢
力
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
参
議
院
自
民
党
の
執
行
部
人
事
と
参
議
院

の
役
員
人
事
を
長
期
的
に
観
察
す
る
。
五
節
で
は
、
本
稿
の
分
析
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
知
見
を
ま
と
め
た
う
え
で
、
今
後
に
残
さ
れ

た
課
題
を
指
摘
す
る
。
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二　

先
行
研
究
と
仮
説

二
・
一　

先
行
研
究
と
本
稿
の
位
置
づ
け

　

一
九
五
五
年
一
一
月
の
結
党
以
来
、
自
民
党
は
細
川
、
羽
田
両
政
権
と
民
主
党
政
権
の
数
年
間
を
除
き
、
常
に
政
権
党
と
し
て
国

政
を
主
導
し
て
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
民
党
は
戦
後
の
日
本
政
治
に
お
い
て
最
も
重
要
な
ア
ク
タ
ー
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
い
え
、
そ

れ
に
関
す
る
学
術
研
究
は
日
本
の
国
内
外
で
数
多
く
発
表
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
先
行
研

究
は
自
民
党
の
中
枢
が
衆
議
院
議
員
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
分
析
の
対
象
を
衆
議
院
議
員
に
限
定
す
る
も
の

が
大
部
分
と
な
っ
て
い
る
（
ｅ
．ｇ
．
北
岡　
一
九
九
五
、
川
人　
一
九
九
六
ａ
、
一
九
九
六
ｂ
、
斎
藤　
二
〇
一
〇
、
山
本　
二
〇
一
〇
）。

　

そ
の
よ
う
な
中
に
お
い
て
、
竹
中
（
二
〇
一
〇
）
は
自
民
党
政
権
下
に
お
け
る
参
議
院
自
民
党
の
影
響
力
を
包
括
的
に
検
証
し
た

重
要
な
研
究
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
首
相
と
参
議
院
と
の
関
係
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
、
自
民
党
の
首
相
で
あ
っ
て
も
参
議
院
自
民
党

か
ら
閣
法
に
対
す
る
支
持
を
取
り
付
け
る
の
に
苦
労
し
て
き
た
こ
と
が
、
閣
法
の
国
会
提
出
前
の
段
階
か
ら
丹
念
に
叙
述
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
合
理
的
選
択
制
度
論
の
観
点
か
ら
、
参
議
院
自
民
党
の
人
事
や
議
員
行
動
を
理
論
的
、
実
証
的
に
分
析
し
た
研
究
と
し

て
、
待
鳥
（
二
〇
〇
一
）
と
待
鳥
（
二
〇
〇
二
）
が
あ
る
。
前
者
は
、
参
議
院
三
木
派
が
重
宗
参
議
院
議
長
の
四
選
阻
止
に
動
い
た

動
機
と
し
て
、
そ
れ
が
重
宗
議
長
の
下
で
の
閣
僚
人
事
に
不
満
を
募
ら
せ
て
い
た
と
い
う
仮
説
を
提
示
し
た
う
え
で
、
重
宗
議
長
の

退
任
後
、
参
議
院
自
民
党
に
お
い
て
年
功
序
列
型
人
事
と
派
閥
勢
力
比
型
人
事
に
基
づ
く
閣
僚
ポ
ス
ト
配
分
ル
ー
ル
が
形
成
さ
れ
た

こ
と
を
指
摘
す
る
。
後
者
は
、
一
九
九
〇
年
代
の
政
界
再
編
期
に
自
民
党
か
ら
の
離
党
者
が
衆
議
院
議
員
よ
り
も
参
議
院
議
員
の
方

が
少
な
か
っ
た
こ
と
に
注
目
し
、
そ
の
要
因
と
し
て
、
参
議
院
自
民
党
が
所
属
議
員
の
昇
進
目
標
を
満
た
す
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を

あ
げ
る
。
そ
の
他
に
も
、
東
大
法
・
第
5
期
蒲
島
郁
夫
ゼ
ミ
編
（
二
〇
〇
五
）
で
は
、
参
議
院
自
民
党
の
派
閥
や
人
事
な
ど
が
網
羅

的
に
整
理
、
分
析
さ
れ
て
い
る
（
第
三
章
～
第
五
章
）。
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こ
れ
ら
は
、
参
議
院
自
民
党
を
対
象
と
す
る
本
格
的
な
実
証
研
究
で
あ
る
も
の
の
、
い
ず
れ
も
参
議
院
自
民
党
の
自
律
性
を
体
系

的
に
検
証
す
る
こ
と
な
し
に
そ
の
行
動
を
観
察
し
、
評
価
し
て
い
る
。
し
か
し
、
参
議
院
自
民
党
が
自
律
的
な
ア
ク
タ
ー
で
あ
る
か

否
か
は
、
そ
の
影
響
力
を
評
価
す
る
う
え
で
決
定
的
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
自
民
党
を
衆
議
院
議
員
と
参

議
院
議
員
と
い
う
異
な
る
議
院
に
所
属
す
る
議
員
か
ら
成
る
組
織
と
し
て
捉
え
、
参
議
院
自
民
党
が
衆
議
院
議
員
に
よ
っ
て
占
め
ら

れ
る
自
民
党
の
中
枢
に
対
し
て
、
ど
れ
だ
け
自
律
的
な
ア
ク
タ
ー
で
あ
る
の
か
を
、
そ
の
人
事
に
着
目
し
て
検
証
す
る
。

二
・
二　

仮
説
の
導
出

　

自
民
党
内
に
お
い
て
参
議
院
自
民
党
が
党
則
上
、
制
度
的
に
高
い
独
立
性
を
保
障
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
先
に
確
認
し
た
通
り
で
あ

る
が
、
独
立
性
の
高
い
機
関
が
必
ず
し
も
自
律
的
な
意
思
決
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
自
民
党

の
「
最
高
責
任
者
」
で
あ
り
（
党
則
四
条
二
項
）、
首
相
と
し
て
自
民
党
政
権
を
率
い
る
総
裁
が
参
議
院
自
民
党
の
議
員
会
長
を
は
じ

め
、
執
行
部
の
人
事
権
を
持
た
な
い
こ
と
の
意
味
は
小
さ
く
な
い
と
考
え
ら
れ
る）

5
（

。

　

ま
た
、
参
議
院
自
民
党
を
組
織
す
る
参
議
院
議
員
が
自
民
党
の
中
枢
を
占
め
る
衆
議
院
議
員
と
は
別
の
権
力
基
盤
の
う
え
に
立
っ

て
い
る
こ
と
も
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
ず
、
両
議
院
の
議
員
は
主
権
者
た
る
国
民
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
選
挙
に
お
い
て

直
接
選
出
さ
れ
る
た
め
、
互
い
に
高
い
民
主
的
正
統
性
を
誇
る
。
ま
た
、
参
議
院
議
員
が
帰
属
す
る
参
議
院
は
憲
法
上
、
衆
議
院
と

ほ
ぼ
対
等
な
制
度
的
権
力
を
付
与
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
特
に
重
要
で
あ
る
の
が
参
議
院
の
強
い
立
法
権
限
で
あ
り
（
高
橋　

二
〇
〇
六
、Ganghof 2014; 2018; 2022; Lijphart 2012

）、
憲
法
は
首
相
の
指
名
（
六
七
条
二
項
）、
予
算
の
議
決
（
六
〇
条
二
項
）、

条
約
締
結
の
承
認
（
六
一
条
）
の
場
合
と
は
異
な
り
、
法
律
の
制
定
に
は
両
議
院
に
お
け
る
可
決
を
原
則
と
し
て
い
る
（
五
九
条
）。

も
ち
ろ
ん
、
両
議
院
の
議
決
が
異
な
っ
た
場
合
は
、
衆
議
院
の
再
可
決
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
は
出
席
議
員
の
三
分
の

二
以
上
の
特
別
多
数
が
要
求
さ
れ
る
（
五
九
条
二
項
）。
こ
れ
は
、
逆
に
い
う
な
ら
ば
、
衆
議
院
に
お
い
て
三
分
の
二
以
上
の
多
数
派
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が
形
成
さ
れ
な
い
限
り
、
参
議
院
が
立
法
上
の
「
拒
否
権
（veto

）」
を
持
つ
こ
と
を
意
味
す
る）

6
（

。

　

近
年
の
参
議
院
研
究
は
、
そ
う
し
た
参
議
院
の
制
度
的
権
力
を
認
め
た
う
え
で
、
政
治
過
程
に
お
い
て
参
議
院
が
ど
の
よ
う
な
影

響
力
を
行
使
し
て
い
る
の
か
を
推
論
し
て
お
り
（
竹
中　
二
〇
一
〇
、
二
〇
二
三
）、
参
議
院
自
民
党
の
権
力
の
源
泉
も
ま
た
そ
れ
に
求

め
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
内
閣
が
安
定
的
に
国
政
を
運
営
す
る
う
え
に
お
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
政
策
の
裏
付
け
と
な
る

閣
法
を
効
率
的
に
成
立
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
参
議
院
自
民
党
は
参
議
院
の
立
法
権
限
を
背
景
に
、
自
民
党
総
裁
を
首
班
と
す

る
内
閣
に
対
し
て
も
政
治
的
な
圧
力
を
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
で
対
象
と
す
る
人
事
に
関
し
て
も
、
参
議
院
自
民
党
は
重
要

法
案
の
成
立
に
向
け
た
協
力
を
持
ち
出
す
こ
と
で
、
自
民
党
中
枢
か
ら
の
介
入
を
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
他
方
、

自
民
党
の
中
枢
側
に
お
い
て
も
、
人
事
を
通
じ
て
、
参
議
院
自
民
党
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
と
い
う
手
段
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
人

事
に
干
渉
し
て
、
参
議
院
自
民
党
と
の
対
立
を
招
く
よ
り
は
、
そ
れ
に
介
入
せ
ず
、
国
会
運
営
に
お
け
る
参
議
院
自
民
党
の
協
力
を

確
実
な
も
の
に
し
た
方
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
、
参
議
院
自
民
党
は
自
民
党
内
で
自
律
的
に
人
事
を
行
う
と
予
想
す
る
。
た
だ
し
、
一
九
九
〇
年

代
以
降
の
政
治
行
政
改
革
に
よ
っ
て
、
自
民
党
内
に
お
け
る
執
行
部
の
影
響
力
に
大
き
な
変
化
が
生
じ
た
こ
と
に
は
留
意
が
必
要
と

な
る
。
と
り
わ
け
、
一
九
九
四
年
一
月
に
政
治
改
革
関
連
法
案
が
成
立
し
、
衆
議
院
の
選
挙
制
度
が
中
選
挙
区
単
記
非
移
譲
式
投
票

制
（
Ｓ
Ｎ
Ｔ
Ｖ
）
か
ら
小
選
挙
区
比
例
代
表
並
立
制
に
変
更
さ
れ
る
と
と
も
に
、
国
が
政
党
に
対
し
政
党
交
付
金
に
よ
る
助
成
を
行

う
政
党
助
成
制
度
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
総
裁
を
は
じ
め
と
す
る
執
行
部
の
権
限
が
強
化
さ
れ
た
一
方
、
派
閥
の
影
響
力
が

大
き
く
抑
制
さ
れ
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
（
竹
中　
二
〇
〇
五
、
待
鳥　
二
〇
一
二
、
二
〇
二
〇
、Rosenbluth and T

hies 2010

）。

　

す
な
わ
ち
、
小
選
挙
区
制
の
も
と
で
は
、
中
選
挙
区
制
の
場
合
と
比
べ
、
無
所
属
の
候
補
者
が
当
選
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
り
、

大
政
党
か
ら
公
認
を
受
け
る
こ
と
の
重
要
性
が
格
段
に
高
ま
る
た
め
、
党
執
行
部
の
公
認
権
が
実
質
的
な
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ

た
。
他
方
で
、
中
選
挙
区
制
下
に
お
い
て
見
ら
れ
た
同
一
選
挙
区
内
に
お
け
る
自
民
党
候
補
同
士
の
争
い
が
基
本
的
に
は
解
消
に
向
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か
っ
た
た
め
に
、
選
挙
に
お
い
て
派
閥
が
果
た
す
役
割
が
大
き
く
減
少
し
た
。
ま
た
、
政
治
資
金
の
規
制
強
化
に
よ
っ
て
、
派
閥
や

個
々
の
政
治
家
が
政
治
資
金
を
調
達
す
る
の
が
難
し
く
な
る
一
方
、
党
執
行
部
は
党
内
で
政
党
交
付
金
を
ど
の
よ
う
に
配
分
す
る
か

と
い
う
政
治
資
金
の
配
分
権
を
握
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
党
執
行
部
の
権
力
拡
大
は
、
自
民
党
総
裁
と
し
て
の
首
相
の
閣
僚
人
事
に
も
変
化
を
も
た
ら
し
た）

7
（

。
た
と
え
ば
、
松

浦
（
二
〇
二
三
）
は
自
民
党
政
権
の
閣
僚
人
事
に
お
け
る
参
議
院
議
員
の
入
閣
者
を
長
期
的
に
観
察
し
、
参
議
院
自
民
党
に
は
衆
議

院
自
民
党
と
は
異
な
る
独
自
の
人
事
慣
行
が
一
九
七
〇
年
代
に
確
立
し
た
も
の
の
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
そ
れ
に
動
揺
が
み
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
で
着
目
す
る
の
は
、
首
相
の
人
事
権
が
及
ば
な
い
参
議
院
自
民
党

内
の
人
事
で
あ
る
。
ま
た
、
一
九
九
〇
年
代
の
政
治
行
政
改
革
は
首
相
と
参
議
院
と
の
間
の
関
係
を
制
度
的
に
変
化
さ
せ
る
も
の
で

は
な
か
っ
た
（
待
鳥　
二
〇
二
〇
）。

　

し
た
が
っ
て
、
本
稿
は
一
九
九
〇
年
代
の
政
治
行
政
改
革
に
よ
っ
て
、
首
相
の
制
度
的
権
力
が
拡
大
し
た
こ
と
は
認
め
る
も
の
の
、

そ
れ
が
参
議
院
自
民
党
の
人
事
に
及
ぼ
す
影
響
は
小
さ
い
と
予
想
し
て
、
次
の
仮
説
を
置
く
。

仮
説
： 

参
議
院
自
民
党
は
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
政
治
行
政
改
革
に
よ
っ
て
首
相
の
制
度
的
権
力
が
強
化
さ
れ
て
か
ら
も
自

律
的
に
人
事
を
行
う

三　

仮
説
の
検
証
方
法

　

本
稿
で
は
、
参
議
院
自
民
党
に
よ
る
執
行
部
と
参
議
院
の
役
員
人
事
に
着
目
し
て
上
記
の
仮
説
を
検
証
す
る
。
具
体
的
に
は
、
前
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者
は
参
議
院
自
民
党
の
議
員
会
長
の
ほ
か
、
自
民
党
の
党
則
に
も
規
定
さ
れ
て
い
る
幹
事
長
、
政
策
審
議
会
長
、
国
会
対
策
委
員
長

を
対
象
と
す
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
参
議
院
の
議
長
お
よ
び
副
議
長
に
加
え
て
、
常
任
委
員
会
の
委
員
長
ポ
ス
ト
の
中
で
も
予
算

委
員
長
と
議
院
運
営
委
員
長
を
対
象
と
す
る
。
両
委
員
長
は
国
会
運
営
上
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
そ
の
他
の
委
員
長
と

比
較
し
て
、
両
委
員
長
に
は
当
選
回
数
の
多
い
議
員
が
就
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
そ
の
重
要
性
が
窺
わ
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
人
事
が
参
議
院
自
民
党
内
に
お
い
て
、
ど
の
程
度
、
自
律
的
に
行
わ
れ
て
い
る
の
か
を
推
論
す
る
た
め
、
本
稿
で
は
、

ま
ず
、
各
ポ
ス
ト
に
就
い
た
議
員
の
派
閥
に
注
目
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
参
議
院
自
民
党
に
お
い
て
、
大
き
な
影
響
力
を
持
つ
派
閥

を
特
定
で
き
る
が
、
仮
説
と
の
関
係
で
重
要
で
あ
る
の
は
総
裁
の
所
属
も
し
く
は
出
身
派
閥
（
以
下
、
総
裁
派
閥
と
い
う
）
の
位
置

づ
け
で
あ
る
。
次
節
で
は
、
五
五
年
体
制
期
と
政
治
行
政
改
革
に
よ
り
総
裁
権
力
が
増
大
し
た
五
五
年
体
制
後
を
区
別
し
た
う
え
で
、

各
ポ
ス
ト
に
お
け
る
総
裁
派
閥
の
割
合
に
変
化
が
生
じ
て
い
る
の
か
を
確
認
す
る
。

　

な
お
、
参
議
院
自
民
党
内
の
派
閥
に
つ
い
て
は
、
一
九
六
〇
年
頃
ま
で
に
清
新
ク
ラ
ブ
（
佐
藤
・
岸
系
）、
み
ず
ほ
ク
ラ
ブ
（
河

野
・
大
野
・
藤
山
系
）、
懇
話
会
（
池
田
・
三
木
・
石
井
系
）
の
三
系
列
が
形
成
さ
れ
、
同
年
代
後
半
以
降
に
衆
議
院
議
員
の
派
閥
と
一

体
化
し
て
い
っ
た
と
さ
れ
る
（
佐
藤
・
松
崎　
一
九
八
六
：
二
四
二
）。
し
か
し
、『
国
会
便
覧
』
に
は
一
九
六
四
年
九
月
に
出
版
さ
れ

た
二
八
版
以
降
、
派
閥
の
メ
ン
バ
ー
の
中
に
参
議
院
議
員
の
名
も
記
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が）

8
（

、
そ
こ
で
は
当
初
か
ら
衆
議
院
議
員

の
派
閥
に
参
議
院
議
員
を
含
め
て
い
る
た
め
、
本
稿
で
は
『
国
会
便
覧
』
の
記
載
に
し
た
が
っ
て
参
議
院
自
民
党
に
お
け
る
各
派
閥

の
勢
力
を
把
握
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

次
に
、
本
稿
で
着
目
す
る
の
が
、
各
ポ
ス
ト
に
就
い
た
議
員
の
当
選
回
数
と
在
任
期
数
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
参
議
院
自
民
党
に
お

け
る
人
事
の
自
律
性
を
直
接
的
に
示
す
指
標
と
は
い
え
な
い
も
の
の
、
ポ
ス
ト
ご
と
に
何
ら
か
の
規
則
性
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
参
議
院
自
民
党
に
お
い
て
独
自
の
人
事
慣
行
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　

本
稿
の
分
析
対
象
期
間
は
、
一
九
六
二
年
七
月
の
参
議
院
選
挙
後
に
林
屋
亀
次
郎
を
議
員
会
長
と
す
る
参
議
院
自
民
党
の
執
行
部
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が
発
足
し
て
か
ら
、
二
〇
二
二
年
七
月
の
参
議
院
選
挙
後
に
議
員
会
長
に
再
任
さ
れ
た
関
口
昌
一
が
新
た
な
執
行
部
を
発
足
さ
せ
る

ま
で
と
す
る
。

四　

分
析
結
果
と
考
案

四
・
一　

参
議
院
自
民
党
内
に
お
け
る
各
派
閥
の
勢
力

　

参
議
院
自
民
党
の
人
事
を
み
る
に
先
立
ち
、
ま
ず
は
参
議
院
自
民
党
内
に
お
け
る
各
派
閥
の
勢
力
を
確
認
し
て
お
く
。
図
2
は
一

九
六
四
年
以
降
の
各
派
閥
に
お
け
る
参
議
院
議
員
数
の
推
移
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
佐
藤
派
系
、
池
田
派
系
、
福
田
派
系
、

河
野
派
系
、
三
木
派
系
の
五
大
派
閥
に
加
え
、
二
〇
一
七
年
七
月
に
三
木
派
系
の
山
東
派
と
合
流
し
た
麻
生
派
系
を
中
心
に
取
り
上

げ
）
9
（

、
そ
れ
以
外
の
派
閥
を
「
そ
の
他
」
と
し
て
ま
と
め
た
。

　

そ
こ
で
特
徴
的
で
あ
る
の
は
、
佐
藤
派
系
の
優
位
で
あ
る
。
佐
藤
派
系
は
最
大
で
五
〇
名
を
超
え
る
参
議
院
議
員
を
擁
し
、
二
〇

〇
〇
年
代
ま
で
他
の
派
閥
の
所
属
議
員
数
を
大
き
く
引
き
離
し
て
、
参
議
院
自
民
党
に
お
け
る
最
大
派
閥
の
地
位
を
維
持
し
て
い
る
。

参
議
院
自
民
党
に
占
め
る
各
派
閥
の
割
合
を
示
し
た
図
（
に
よ
る
と
、
そ
の
期
間
、
佐
藤
派
系
に
は
自
民
党
の
参
議
院
議
員
の
二
割

強
か
ら
四
割
弱
が
所
属
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

そ
の
状
況
に
大
き
な
変
化
が
生
じ
た
の
が
二
〇
〇
七
年
の
参
議
院
選
挙
で
あ
る
。
こ
の
選
挙
に
お
い
て
自
民
党
は
大
敗
を
喫
し
、

野
党
が
参
議
院
の
多
数
派
と
な
る
「
分
裂
議
会
（divided D

iet
）」
と
な
る
が
、
選
挙
後
に
佐
藤
派
系
の
議
員
数
は
二
〇
名
ま
で
落

ち
込
む
一
方
、
わ
ず
か
な
減
少
に
と
ど
ま
っ
た
福
田
派
系
が
佐
藤
派
系
に
代
わ
っ
て
参
議
院
自
民
党
の
最
大
派
閥
と
な
っ
た
。
福
田

派
系
は
二
〇
〇
〇
年
代
に
森
喜
朗
、
小
泉
純
一
郎
、
安
倍
晋
三
、
福
田
康
夫
と
連
続
し
て
首
相
を
輩
出
し
、
そ
の
も
と
で
参
議
院
で

も
勢
力
を
拡
大
さ
せ
て
お
り
、
そ
の
傾
向
は
二
〇
一
二
年
か
ら
の
安
倍
長
期
政
権
下
で
も
継
続
し
た
。
そ
の
結
果
、
参
議
院
自
民
党
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注：1964 年を除き、各派閥の勢力は参議院選挙直後のもの。
出典：『国会便覧』各版をもとに筆者作成。

図 2　参議院自民党内における各派閥の勢力
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注：1964 年を除き、各派閥の勢力は参議院選挙直後のもの。
出典：『国会便覧』各版を基に筆者作成。

図 3　参議院自民党に占める各派閥の割合
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に
お
け
る
最
大
派
閥
の
交
代
は
一
時
的
な
現
象
で
は
な
く
、
二
〇
二
二
年
七
月
の
参
議
院
選
挙
後
に
は
福
田
派
系
は
四
〇
名
近
く
の

議
員
を
擁
し
、
そ
の
参
議
院
自
民
党
に
占
め
る
割
合
も
三
割
を
超
え
る
に
至
っ
て
い
る
。
一
方
で
、
佐
藤
派
系
は
第
二
派
閥
の
座
は

維
持
し
て
い
る
も
の
の
、
勢
力
を
挽
回
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
福
田
派
系
に
議
員
数
で
約
二
倍
の
差
を
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
の
他
に
図
2
及
び
図
（
に
お
い
て
特
徴
的
で
あ
る
の
は
、「
そ
の
他
」
と
し
て
ま
と
め
た
小
派
閥
に
所
属
す
る
議
員
数
の
減
少

で
あ
る
。
そ
の
数
は
一
九
六
四
年
に
は
四
〇
名
近
く
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
は
減
少
の
一
途
を
辿
り
、
一
九
九
〇
年
代
か
ら
二
〇
〇

〇
年
代
に
か
け
て
例
外
的
に
増
加
し
て
い
る
も
の
の
、
近
年
、
小
派
閥
に
属
す
る
議
員
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
。
他
方
で
、
い
ず

れ
の
派
閥
に
も
所
属
し
な
い
無
派
閥
の
議
員
数
は
、
時
期
に
も
よ
る
が
、
参
議
院
自
民
党
内
で
大
き
な
比
重
を
占
め
る
こ
と
が
あ
る
。

と
り
わ
け
、
一
九
八
〇
年
や
二
〇
一
三
年
の
参
議
院
選
挙
後
に
は
四
〇
前
後
の
議
員
が
無
派
閥
と
な
っ
て
お
り
、
近
年
も
三
〇
名
近

く
の
無
派
閥
議
員
が
存
在
し
、
参
議
院
自
民
党
内
に
占
め
る
割
合
は
二
割
を
超
え
て
い
る
。

四
・
二　

執
行
部
人
事
と
院
内
人
事

　

参
議
院
自
民
党
内
に
お
け
る
各
派
閥
の
勢
力
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
執
行
部
の
人
事
か
ら
確
認
し
て
い
く
。
表
1
は
参
議
院
自
民

党
の
議
員
会
長
、
幹
事
長
、
政
策
審
議
会
長
、
国
会
対
策
委
員
長
の
各
ポ
ス
ト
に
つ
い
て
、
各
派
閥
の
獲
得
期
数
を
五
五
年
体
制
期

と
五
五
年
体
制
後
と
に
分
け
て
報
告
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
議
員
会
長
の
交
代
を
基
準
に
す
る
の
で
は
な
く
、
議
員
会
長
が
選
出

さ
れ
、
執
行
部
を
発
足
さ
せ
て
か
ら
、
任
期
満
了
に
よ
っ
て
再
任
さ
れ
る
、
も
し
く
は
退
任
し
て
新
た
な
執
行
部
が
組
織
さ
れ
る
ま

で
を
一
期
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
派
閥
が
各
役
職
を
何
期
獲
得
し
た
の
か
を
集
計
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
各
役
職
に
就
い
た
議
員

の
在
任
期
数
の
違
い
を
考
慮
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
な
お
、
議
員
会
長
の
任
期
は
一
九
五
五
年
一
一
月
に
初
代
の
議
員
会
長
と

な
っ
た
松
野
鶴
平
か
ら
、
二
〇
〇
一
年
一
月
に
議
員
会
長
に
就
い
た
竹
山
裕
ま
で
は
一
年
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
〇
四
年
七
月
に
竹
山

の
後
を
受
け
た
青
木
幹
雄
か
ら
は
三
年
に
変
更
さ
れ
て
い
る
た
め
（
自
由
民
主
党
編　
二
〇
〇
六:

二
四
六
三
）、
青
木
以
降
の
議
員
会
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長
は
任
期
満
了
ま
で
在
任
し
た
場
合
、
議
員
会
長
を
三
期
務
め
た
と
み
な
し
た
。

　

役
職
別
に
み
る
と
、
ま
ず
、
議
員
会
長
は
佐
藤
派
系
、
池
田
派
系
、
福
田
派
系
の
三
派
が
全
体
の
約
八
割
を
占
め
て
い
る
。
そ
の

中
で
も
特
に
佐
藤
派
系
は
全
期
間
で
最
も
多
い
六
三
期
中
二
五
期
を
得
て
お
り
、
そ
の
割
合
は
全
体
の
約
四
割
で
あ
る
。
興
味
深
い

の
は
、
先
に
み
た
よ
う
に
、
佐
藤
派
系
は
最
大
派
閥
の
座
を
二
〇
〇
〇
年
代
に
福
田
派
系
に
譲
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
五
五

年
体
制
後
に
お
い
て
議
員
会
長
の
獲
得
期
数
を
増
や
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
総
裁
派
閥
が
議
員
会
長
の
ポ
ス
ト
を

獲
得
し
た
の
は
全
期
間
で
六
期
の
み
で
あ
り
、
そ
の
割
合
は
一
割
に
満
た
な
い
。

　

幹
事
長
に
つ
い
て
は
、
上
記
三
派
に
ほ
ぼ
独
占
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
特
に
佐
藤
派
系
の
獲
得
期
数
割
合
は
両
期
間
を

通
じ
て
五
割
を
超
え
て
お
り
、
そ
れ
に
続
く
福
田
派
系
に
大
き
な
差
を
つ
け
て
い
る
。
総
裁
派
閥
は
五
五
年
体
制
期
に
は
三
五
期
中

一
六
期
を
占
め
、
割
合
も
四
五
・
七
％
を
記
録
し
て
い
る
が
、
五
五
年
体
制
後
に
は
約
二
〇
ポ
イ
ン
ト
下
落
し
て
二
五
％
と
な
っ
て

い
る
。

　

政
策
審
議
会
長
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
も
佐
藤
派
系
が
六
三
期
中
一
七
期
と
最
も
多
く
を
獲
得
し
て
い
る
が
、
そ
の
割
合
は
全
体
の

二
七
％
で
あ
り
、
そ
の
他
の
役
職
と
比
べ
て
優
位
性
は
低
い
。
一
方
で
、
大
野
派
系
や
藤
山
派
系
な
ど
の
小
派
閥
や
無
派
閥
で
も
少

数
で
は
あ
る
が
政
策
審
議
会
長
を
輩
出
し
て
お
り
、
総
裁
派
閥
の
獲
得
期
数
割
合
に
関
し
て
も
二
割
を
超
え
て
い
る
。

　

最
後
に
、
国
会
対
策
委
員
長
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
派
系
が
五
五
年
体
制
後
に
な
る
と
一
九
か
ら
一
一
と
獲
得
期
数
を
減
ら
し
て
い

る
が
、
そ
れ
で
も
最
大
会
派
と
な
る
福
田
派
系
よ
り
も
多
く
の
期
数
を
得
て
お
り
、
全
期
間
に
お
け
る
割
合
は
五
割
近
く
と
な
っ
て

い
る
。
総
裁
派
閥
の
獲
得
期
数
割
合
は
全
期
間
で
三
割
を
超
え
て
い
る
が
、
五
五
年
体
制
後
は
五
五
年
体
制
期
よ
り
も
割
合
を
減
ら

し
て
い
る
。

　

以
上
、
四
つ
の
ポ
ス
ト
に
お
け
る
各
派
閥
の
獲
得
期
数
と
そ
の
割
合
を
ま
と
め
た
も
の
が
表
1
の
「
役
職
計
」
で
あ
る
。
全
体
で

も
佐
藤
派
系
の
優
位
は
明
ら
か
で
あ
り
、
全
期
間
に
お
け
る
佐
藤
派
系
の
獲
得
期
数
割
合
は
四
一
・
七
％
で
あ
り
、
そ
れ
に
続
く
福
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議

員
会

長
幹

事
長

政
策

審
議

会
長

国
会

対
策

委
員

長
役

職
計

55年
体

制
期

55年
体

制
後

全
期

間
55年

体
制

期
55年

体
制

後
全

期
間

55年
体

制
期

55年
体

制
後

全
期

間
55年

体
制

期
55年

体
制

後
全

期
間

55年
体

制
期

55年
体

制
後

全
期

間
佐

藤
派

系
9

16
25
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15

（（
8

9
17

19
11
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54

51
105

（
25.7）

（
57.1）

（
（9.7）
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（
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（
52.4）

（
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（1.0）

（
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7
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（
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（
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（
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4
18
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17
（

6
9

1
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9
27

26
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40.0）

（
14.（）
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（
28.6）
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（
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（
20.7）

（
14. （）
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（
27.6）

（
14.（）

（
19.6）

（
22.8）

（
21.0）

河
野

派
系

0
5

5
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（
（

7
（
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4

（
7
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14

25
（

0.0）
（

17.9）
（

7.9）
（
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（

10.7）
（

4.8）
（

20.6）
（

10.（）
（

15.9）
（
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（

10.（）
（

11.1）
（

8.0）
（

12.（）
（
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三

木
派
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0

0
0

1
0

1
4

0
4

1
0

1
6

0
6

（
0.0）

（
0.0）

（
0.0）

（
2.9）

（
0.0）

（
1.6）

（
11.8）

（
0.0）

（
6.（）
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（
4.（）
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井
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（
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大
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派
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（
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藤
山

派
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（
0

―
0

5
―

5
（

5.7）
―

（
（.2）

（
0.0）

―
（
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2.9）
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25.0）

表
1　
参
議
院
自
民
党
の
執
行
部
人
事
に
お
け
る
各
派
閥
の
獲
得
期
数

注
：

括
弧

内
の

数
値

は
各

派
閥

の
獲

得
期

数
割

合
を

示
す

。
出

典
：

2004
年

ま
で

は
自

由
民

主
党

編
（

2006）、『
国

会
便

覧
』

各
版

、
そ

れ
以

降
は

、『
朝

日
新

聞
』、『

読
売

新
聞

』、『
国

会
便

覧
』

各
版

を
も

と
に

筆
者

作
成

。
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田
派
系
の
二
一
％
に
大
き
な
差
を
つ
け
て
い
る
。
し
か
も
、
佐
藤
派
系
は
最
大
派
閥
か
ら
転
落
し
た
五
五
年
体
制
後
に
む
し
ろ
獲
得

期
数
割
合
を
増
や
し
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
総
裁
派
閥
は
全
期
間
に
お
け
る
獲
得
期
数
割
合
が
二
五
％
と
な
っ
て
い
る
が
、

五
五
年
体
制
後
に
そ
れ
を
増
や
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

次
に
、
院
内
人
事
に
関
し
て
、
表
2
は
参
議
院
の
議
長
、
副
議
長
、
議
院
運
営
委
員
長
、
予
算
委
員
長
の
各
ポ
ス
ト
に
つ
い
て
、

表
1
と
同
様
に
、
各
派
閥
の
獲
得
期
数
と
そ
の
割
合
を
五
五
年
体
制
期
と
五
五
年
体
制
後
と
に
分
け
て
報
告
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も

役
職
別
に
み
て
い
く
と
、
議
長
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
派
系
、
福
田
派
系
、
河
野
派
系
で
全
体
の
約
九
割
の
期
数
を
占
め
て
い
る
。
全

期
間
で
は
佐
藤
派
系
が
最
も
多
く
の
期
数
を
獲
得
し
て
い
る
が
、
五
五
年
体
制
後
に
お
い
て
は
そ
の
数
を
減
ら
し
て
お
り
、
佐
藤
派

系
に
代
わ
っ
て
最
大
派
閥
と
な
っ
た
福
田
派
系
が
最
多
の
期
数
を
得
て
い
る
。
総
裁
派
閥
に
つ
い
て
は
、
五
五
年
体
制
期
に
お
け
る

獲
得
期
数
割
合
は
二
五
・
七
％
で
あ
っ
た
が
、
五
五
年
体
制
後
に
は
五
九
・
一
％
を
占
め
て
い
る
。
本
稿
で
対
象
と
し
た
役
職
の
中

で
、
総
裁
派
閥
の
獲
得
期
数
割
合
が
五
割
を
超
え
る
の
は
こ
れ
の
み
で
あ
る
。

　

副
議
長
に
つ
い
て
は
、
一
九
五
六
年
五
月
か
ら
自
民
党
が
議
長
だ
け
で
な
く
、
副
議
長
の
ポ
ス
ト
も
独
占
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、

一
九
七
七
年
七
月
に
「
保
革
伯
仲
」
の
中
で
社
会
党
の
加
瀬
完
が
副
議
長
に
就
任
し
て
以
降
、
野
党
第
一
党
が
占
め
る
ポ
ス
ト
と

な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
そ
の
他
の
役
職
と
比
較
し
て
サ
ン
プ
ル
数
が
少
な
い
こ
と
に
留
意
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
の
副
議
長
ポ
ス
ト

を
最
も
多
く
獲
得
し
て
い
る
の
は
佐
藤
派
系
で
あ
り
、
総
裁
派
閥
は
そ
の
半
数
と
な
っ
て
い
る
。

　

議
院
運
営
委
員
長
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
派
系
が
五
五
年
体
制
期
に
は
ち
ょ
う
ど
五
割
に
あ
た
る
一
七
期
を
獲
得
し
て
い
た
が
、
五

五
年
体
制
後
に
は
二
期
を
得
た
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
一
方
で
、
福
田
派
系
は
一
期
か
ら
一
二
期
と
獲
得
期
数
を
大
き
く
増
や
し
て
い

る
。
総
裁
派
閥
も
五
五
年
体
制
後
に
獲
得
期
数
割
合
を
増
や
し
て
お
り
、
全
期
間
の
割
合
は
三
七
・
九
％
に
な
っ
て
い
る
。

　

予
算
委
員
長
に
つ
い
て
は
、
五
大
派
閥
以
外
も
ポ
ス
ト
を
得
て
い
る
も
の
の
、
佐
藤
派
系
と
池
田
派
系
に
よ
っ
て
全
体
の
半
数
以

上
の
期
数
が
占
め
ら
れ
て
い
る
。
総
裁
派
閥
は
五
五
年
体
制
期
に
は
約
二
割
に
あ
た
る
八
期
を
得
て
い
た
が
、
五
五
年
体
制
後
は
一
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議

長
副

議
長

議
院

運
営

委
員

長
予

算
委

員
長

役
職

計
55年

体
制

期
55年

体
制

後
全

期
間

55年
体

制
期

55年
体

制
後

全
期

間
55年

体
制

期
55年

体
制

後
全

期
間

55年
体

制
期

55年
体

制
後

全
期

間
55年

体
制

期
55年

体
制

後
全

期
間
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派
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表
2　
院
内
人
事
に
お
け
る
各
派
閥
の
獲
得
期
数

注
：

括
弧

内
の

数
値

は
各

派
閥

の
獲

得
期

数
割

合
を

示
す

。
出

典
：『

参
議

院
公

報
』、『

国
会

便
覧

』
各

版
を

も
と

に
筆

者
作

成
。
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期
の
み
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
四
つ
の
ポ
ス
ト
に
お
け
る
各
派
閥
の
獲
得
期
数
と
そ
の
割
合
を
ま
と
め
た
表
2
の
「
役
職
計
」
に
よ
る
と
、
全
期
間
で

は
佐
藤
派
系
が
最
も
多
く
の
期
数
を
得
て
い
る
が
、
五
五
年
体
制
後
に
は
執
行
部
人
事
の
場
合
と
は
異
な
り
、
獲
得
期
数
を
五
二
か

ら
一
七
に
大
き
く
減
ら
す
一
方
、
福
田
派
系
は
勢
力
を
拡
大
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
、
総
裁
派
閥
も
五
五
年
体
制
後
に
獲
得
期
数
割
合

を
二
六
％
か
ら
三
三
・
三
％
に
増
や
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
本
稿
の
仮
説
に
対
す
る
反
証
と
い
う
よ
り
は
福
田
派
系
が
二
〇
〇
〇
年

代
以
降
、
長
く
総
裁
派
閥
で
あ
っ
た
こ
と
を
反
映
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
参
議
院
自
民
党
の
人
事
か
ら
は
、
以
下
の
三
つ
の
点
を
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
第
一
は
、
佐
藤
派
系
の
影
響
力
の
大
き

さ
で
あ
る
。
佐
藤
派
系
は
全
期
間
で
み
た
と
き
、
本
稿
に
お
い
て
対
象
と
し
た
全
て
の
役
職
に
お
い
て
最
多
の
期
数
を
獲
得
し
て
お

り
、
特
に
参
議
院
自
民
党
や
参
議
院
の
運
営
の
鍵
を
握
る
幹
事
長
ポ
ス
ト
の
過
半
を
得
て
い
る
。
ま
た
、
五
五
年
体
制
後
に
お
い
て

は
院
内
の
役
職
な
ど
で
獲
得
期
数
を
減
ら
し
て
い
る
が
、
基
本
的
に
は
参
議
院
自
民
党
内
に
お
け
る
所
属
議
員
割
合
以
上
の
ポ
ス
ト

を
得
て
い
る
。

　

第
二
は
、
小
派
閥
や
無
派
閥
の
議
員
の
冷
遇
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
派
閥
に
属
さ
な
い
議
員
は
参
議
院
自
民
党
内
で
一
定
の
比
重

を
占
め
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
獲
得
期
数
割
合
は
執
行
部
人
事
で
四
・
〇
％
、
院
内
人
事
で
は
一
・
五
％
に
過
ぎ
な
い
。
第
一
の
点

と
あ
わ
せ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
は
、
参
議
院
自
民
党
に
よ
る
人
事
が
必
ず
し
も
派
閥
勢
力
比
型
人
事
と
は
な
っ
て
い
な
い

こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　

第
三
は
、
総
裁
派
閥
の
限
界
で
あ
る
。
総
裁
派
閥
は
幹
事
長
、
国
会
対
策
委
員
長
、
議
長
、
議
院
運
営
委
員
長
と
い
う
重
要
な
役

職
に
お
い
て
全
体
の
三
割
を
超
え
る
期
数
を
獲
得
し
て
い
る
が
、
佐
藤
派
系
の
獲
得
期
数
割
合
を
超
え
る
も
の
は
議
院
運
営
委
員
長

に
限
ら
れ
る
。
ま
た
、
総
裁
の
権
力
が
制
度
的
に
強
化
さ
れ
た
五
五
年
体
制
後
に
お
い
て
、
必
ず
し
も
各
役
職
の
獲
得
期
数
割
合
を

増
加
さ
せ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
、
参
議
院
自
民
党
に
よ
る
人
事
の
自
律
性
に
関
す
る
本
稿
の
仮
説
と
整
合
的
で
あ
る
。
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な
お
、
総
裁
派
閥
に
つ
い
て
は
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
五
五
年
体
制
期
は
佐
藤
派
系
、
五
五
年
体
制
後
は
福
田
派
系
が
そ
れ

ぞ
れ
総
裁
派
閥
に
な
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
総
裁
派
閥
の
獲
得
期
数
に
つ
い
て
解
釈
す
る
際
に
は
注
意
が
必
要
に
な
る
。
そ
こ
で
、

五
五
年
体
制
期
に
佐
藤
派
系
以
外
の
出
身
で
長
期
政
権
を
率
い
た
中
曽
根
首
相
と
、
五
五
年
体
制
後
に
福
田
派
系
の
首
相
で
は
あ
る

も
の
の
、
佐
藤
派
系
が
最
大
派
閥
の
時
期
に
長
期
政
権
を
率
い
た
小
泉
首
相
の
二
つ
の
内
閣
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
総
裁
派
閥
の

獲
得
期
数
を
確
認
す
る
。

　

前
者
に
つ
い
て
は
、
総
裁
派
閥
の
中
曽
根
派
（
河
野
派
系
）
は
二
八
期
中
一
期
を
獲
得
し
た
の
み
で
あ
り
、
後
者
に
関
し
て
も
総

裁
派
閥
の
森
派
（
福
田
派
系
）
は
三
五
期
中
六
期
を
得
た
に
過
ぎ
な
い）

（1
（

。
両
内
閣
期
に
お
い
て
、
最
も
多
く
の
期
数
を
獲
得
し
た
の

は
や
は
り
佐
藤
派
系
で
あ
り
、
中
曽
根
内
閣
で
は
一
六
期
、
小
泉
内
閣
で
も
総
裁
派
閥
の
倍
以
上
の
一
三
期
を
そ
れ
ぞ
れ
獲
得
し
て

い
る
。
中
曽
根
首
相
が
政
権
運
営
に
お
い
て
佐
藤
派
系
の
田
中
派
の
力
を
頼
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
一
方
で
、
小
泉

首
相
は
佐
藤
派
系
の
橋
本
派
と
対
立
的
な
関
係
に
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
小
泉
内
閣
期
に
参
議
院
自
民
党
の
人
事
に
お

い
て
橋
本
派
が
優
位
を
保
っ
た
こ
と
は
本
稿
の
仮
説
の
妥
当
性
を
示
し
て
い
る
。

四
・
三　

役
職
別
の
平
均
当
選
回
数
と
平
均
在
職
期
数

　

こ
こ
か
ら
は
、
各
役
職
に
つ
い
て
、
就
任
時
の
議
員
の
当
選
回
数
と
在
任
期
数
に
着
目
し
て
、
参
議
院
自
民
党
の
人
事
に
ど
の
よ

う
な
慣
行
が
存
在
す
る
の
か
を
推
論
す
る
。
表
（
は
役
職
ご
と
に
就
任
時
の
議
員
の
平
均
当
選
回
数
と
平
均
在
職
期
数
を
五
五
年
体

制
期
と
五
五
年
体
制
後
に
分
け
て
そ
れ
ぞ
れ
報
告
し
て
い
る
。

　

な
お
、
本
稿
で
は
、
佐
藤
・
松
崎
（
一
九
八
六
）
や
待
鳥
（
二
〇
〇
一
）
な
ど
と
同
様
に
、
参
議
院
議
員
の
六
年
の
任
期
を
、
そ

の
任
期
の
中
間
に
実
施
さ
れ
る
参
議
院
選
挙
を
境
と
し
て
前
半
（
ａ
）
と
後
半
（
ｂ
）
に
分
け
、
当
選
一
回
の
参
議
院
議
員
で
も
任

期
の
後
半
に
入
っ
た
時
点
（
1
ｂ
）
で
衆
議
院
議
員
の
当
選
二
回
相
当
と
み
な
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
参
議
院
自
民
党
の
人
事
に
お
け
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る
シ
ニ
オ
リ
テ
ィ
・
ル
ー
ル
を
よ
り
厳
密
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、

任
期
の
異
な
る
衆
議
院
議
員
と
の
比
較
も
可
能
に
な
る
。
ま
た
、
参
議
院
議
員
の

中
に
は
衆
議
院
議
員
の
経
験
を
持
つ
議
員
も
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
た
め
、
分
析

上
も
任
期
の
異
な
る
衆
議
院
と
参
議
院
の
議
員
の
当
選
回
数
を
統
一
的
に
カ
ウ
ン

ト
す
る
必
要
が
あ
る）

（（
（

。
し
た
が
っ
て
、
表
（
の
平
均
当
選
回
数
は
、
役
職
ご
と
に

そ
の
就
任
時
の
参
議
院
議
員
の
当
選
回
数
を
衆
議
院
議
員
の
そ
れ
に
換
算
し
た
う

え
で
算
出
し
て
い
る
。

　

ま
ず
、
そ
の
平
均
当
選
回
数
を
み
る
と
、
ど
の
役
職
に
お
い
て
も
五
五
年
体
制

期
と
五
五
年
体
制
後
と
で
平
均
当
選
回
数
に
そ
れ
ほ
ど
違
い
が
な
い
こ
と
が
確
認

さ
れ
る
。
副
議
長
に
つ
い
て
は
、
特
に
五
五
年
体
制
後
に
自
民
党
か
ら
そ
の
ポ
ス

ト
に
就
い
た
の
が
山
東
昭
子
、
尾
辻
秀
久
、
山
崎
正
昭
の
三
名
に
過
ぎ
な
い
た
め
、

全
期
間
の
平
均
当
選
回
数
し
か
示
し
て
い
な
い
が
、
両
期
間
で
最
も
差
の
あ
る
議

長
で
も
〇
・
七
の
差
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
役
職
に
よ
っ
て
平
均
当
選
回
数
に
明
確
な
違
い
が
あ
る
こ
と
も
特
徴
的

で
あ
る
。
そ
れ
を
少
な
い
方
か
ら
順
に
な
ら
べ
る
と
、
執
行
部
に
つ
い
て
は
、
国

会
対
策
委
員
長
（
五
・
〇
）
→
政
策
審
議
会
長
（
五
・
六
）
→
幹
事
長
（
六
・
一
）

→
議
員
会
長
（
七
・
四
）
と
な
る
。
ま
た
、
参
議
院
内
の
ポ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、

議
院
運
営
委
員
長
（
四
・
七
）
→
予
算
委
員
長
（
六
・
五
）
→
副
議
長
（
七
・
〇
）

→
議
長
（
八
・
三
）
の
順
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
同
期
間
に
お
け
る
参
議
院
自
民

平均当選回数 平均在任期数

55 年体制期 55 年体制後 全期間 55 年体制期 55 年体制後 全期間

議員会長 7.2 7.6 7.4 2.5 2.（ 2.4

幹事長 6.2 6.1 6.1 2.1 2.5 2.（

政策審議会長 5.5 5.7 5.6 1.5 1.（ 1.4

国会対策委員長 5.0 5.0 5.0 1.5 1.8 1.7

議長 8.0 8.7 8.（ 4.4 （.1 （.8

副議長 ― ― 7.0 ― ― 2.9

議院運営委員長 4.5 4.9 4.7 2.0 1.（ 1.7

予算委員長 6.6 6.4 6.5 1.（ 1.2 1.（

表 3　役職別の平均当選回数と平均在任期数

注：平均当選回数は衆議院議員の当選回数に換算したうえで算出している。
出典：自由民主党編（2006）、『参議院公報』、『国会便覧』各版をもとに筆者作成。
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党
か
ら
の
入
閣
者
の
平
均
当
選
回
数
は
五
・
二
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
執
行
部
内
で
は
議
員
会
長
や
幹
事
長
、
参
議
院
内
で
は
議
長
や

予
算
委
員
長
が
大
臣
よ
り
も
当
選
回
数
の
多
い
議
員
が
就
く
ポ
ス
ト
で
あ
り
、
実
際
に
そ
れ
ら
の
多
く
が
閣
僚
経
験
を
有
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
参
議
院
自
民
党
内
に
独
自
の
シ
ニ
オ
リ
テ
ィ
・
ル
ー
ル
が
存
在
し
、
そ
れ
が
長
期
的
に
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
示
唆
し
て
い
る
。

　

次
に
、
役
職
ご
と
の
平
均
在
任
期
数
を
み
る
と
、
執
行
部
に
つ
い
て
は
、
両
期
間
の
間
で
平
均
在
任
期
数
に
大
き
な
違
い
は
な
い

こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
そ
の
中
で
、
議
員
会
長
と
幹
事
長
は
平
均
で
二
期
を
超
え
て
い
る
一
方
、
政
策
審
議
会
長
と
国
会
対
策
委
員

長
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
一
・
四
期
、
一
・
七
期
と
な
っ
て
お
り
、
比
較
的
短
期
間
で
交
代
す
る
ポ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
参
議
院
内
の
役
職
に
つ
い
て
は
、
予
算
委
員
長
の
平
均
在
任
期
数
は
両
期
間
で
ほ
ぼ
一
定
で
あ
る
が
、
特
に
議
長

に
つ
い
て
は
四
・
四
期
か
ら
三
・
一
期
に
短
縮
し
て
い
る
。

　

五
五
年
体
制
期
に
池
田
、
佐
藤
両
内
閣
の
も
と
で
大
き
な
存
在
感
を
放
っ
た
と
さ
れ
る
議
長
に
重
宗
雄
三
が
い
る
が
、
重
宗
は
議

員
会
長
を
経
て
、
一
九
六
二
年
八
月
に
議
長
に
就
任
し
て
以
降
、
一
九
七
一
年
七
月
に
退
任
す
る
ま
で
、
連
続
一
〇
期
に
わ
た
っ
て

議
長
の
座
に
君
臨
し
た
。
そ
の
他
に
も
、
重
宗
の
前
任
の
松
野
鶴
平
は
一
九
五
六
四
月
に
就
任
し
て
か
ら
六
期
、
後
任
の
河
野
謙
三

は
一
九
七
七
年
七
月
に
退
任
す
る
ま
で
七
期
、
そ
れ
ぞ
れ
議
長
ポ
ス
ト
に
あ
っ
た）

（1
（

。
し
か
し
、
河
野
の
後
を
受
け
た
安
井
謙
以
降
は

概
ね
在
任
期
数
が
三
期
と
な
り
、
そ
れ
は
参
議
院
選
挙
に
あ
わ
せ
て
議
長
が
交
代
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
五

五
年
体
制
後
に
も
斎
藤
十
朗
の
よ
う
に
、
一
九
九
五
年
八
月
か
ら
二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
ま
で
六
期
に
わ
た
っ
て
議
長
を
務
め
た
人
物

も
存
在
す
る
が
、
そ
れ
は
例
外
的
で
あ
り
、
そ
の
他
の
議
長
は
二
期
も
し
く
は
三
期
で
交
代
に
至
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
一
九
七
〇

年
代
後
半
以
降
、
議
長
ポ
ス
ト
も
ま
た
参
議
院
自
民
党
内
の
人
事
の
ひ
と
つ
と
し
て
制
度
化
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
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五　

知
見
と
課
題

　

本
稿
で
は
、
自
民
党
内
に
お
い
て
参
議
院
自
民
党
が
ど
れ
だ
け
自
律
的
な
ア
ク
タ
ー
で
あ
る
の
か
を
、
そ
の
人
事
を
長
期
的
に
観

察
す
る
こ
と
を
通
じ
て
検
討
し
た
。
ま
ず
、
参
議
院
自
民
党
の
執
行
部
人
事
と
参
議
院
内
人
事
に
お
け
る
各
派
閥
の
ポ
ス
ト
獲
得
状

況
を
確
認
し
た
結
果
、
佐
藤
派
系
が
他
の
派
閥
に
対
し
て
優
位
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
特
に
五
五
年
体
制
期
に

お
い
て
顕
著
で
あ
っ
た
が
、
参
議
院
自
民
党
に
お
け
る
最
大
派
閥
が
佐
藤
派
系
か
ら
福
田
派
系
に
代
わ
っ
た
五
五
年
体
制
後
の
時
期

に
お
い
て
も
佐
藤
派
系
は
特
に
執
行
部
人
事
に
お
い
て
な
お
有
力
で
あ
っ
た
。

　

一
方
で
、
総
裁
派
閥
は
各
役
職
に
お
い
て
一
定
の
割
合
を
占
め
て
い
る
も
の
の
、
佐
藤
派
系
に
大
き
な
差
を
つ
け
ら
れ
る
こ
と
が

ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
ま
た
、
五
五
年
体
制
後
に
総
裁
の
制
度
的
権
力
が
強
化
さ
れ
る
中
で
必
ず
し
も
ポ
ス
ト
を
増
や
す
こ
と
が
で
き

た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
参
議
院
自
民
党
の
人
事
が
五
五
年
体
制
後
に
お
い
て
も
自
律
的
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を

示
唆
し
て
い
る
。

　

次
に
、
本
稿
で
対
象
と
し
た
各
役
職
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
職
に
就
く
議
員
の
当
選
回
数
と
在
任
期
数
を
み
た
と
こ
ろ
、
五

五
年
体
制
期
と
五
五
年
体
制
後
に
お
け
る
平
均
当
選
回
数
は
各
役
職
に
お
い
て
ほ
ぼ
不
変
で
あ
り
、
平
均
在
任
期
数
に
つ
い
て
も
参

議
院
議
長
な
ど
は
五
五
年
体
制
後
に
短
く
な
る
傾
向
に
あ
っ
た
が
、
そ
の
他
は
大
き
な
変
動
が
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
参

議
院
自
民
党
の
人
事
慣
行
と
し
て
、
当
選
回
数
に
基
づ
く
シ
ニ
オ
リ
テ
ィ
・
ル
ー
ル
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
と
と
も
に
、

議
長
職
も
ま
た
参
議
院
自
民
党
内
の
人
事
の
一
環
と
し
て
制
度
化
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
本
稿
の
分
析
結
果
は
、
参
議
院
自
民
党
が
自
民
党
内
に
お
い
て
独
立
的
な
組
織
で
あ
る
こ
と
に
加
え
て
、
高
い
自

律
性
を
持
っ
て
人
事
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
人
事
が
権
力
の
源
泉
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
参
議
院
自
民
党
は
自
民

党
内
の
機
関
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
中
枢
で
さ
え
も
容
易
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
難
し
い
ア
ク
タ
ー
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
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こ
に
、
自
民
党
内
に
お
い
て
中
枢
を
占
め
る
衆
議
院
自
民
党
と
参
議
院
自
民
党
と
が
権
力
分
立
的
な
関
係
に
あ
る
こ
と
を
想
定
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
本
稿
に
は
今
後
に
残
さ
れ
た
課
題
も
い
く
つ
か
存
在
す
る
。
第
一
は
、
各
役
職
の
配
分
過
程
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、

各
役
職
の
配
分
結
果
に
着
目
し
て
人
事
の
自
律
性
を
推
論
し
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
職
が
誰
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
決
め
ら
れ
て

い
る
の
か
に
つ
い
て
は
分
析
が
及
ば
な
か
っ
た
。
ま
た
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、
本
稿
で
は
、
佐
藤
派
系
が
長
期
に
わ
た
っ
て
人
事
で

優
位
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
そ
れ
が
な
ぜ
可
能
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
も
今
後
の
研
究
課
題
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

第
二
は
、
人
事
以
外
の
面
に
お
け
る
参
議
院
自
民
党
の
自
律
性
で
あ
る
。
人
事
に
お
け
る
高
い
自
律
性
は
参
議
院
自
民
党
が
自
律

的
な
行
動
を
と
る
こ
と
に
大
き
く
寄
与
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
を
実
際
の
政
策
決
定
過
程
の
中
に
お
い
て
確
認
す
る
こ

と
も
重
要
で
あ
る
。
特
に
、
参
議
院
自
民
党
に
よ
っ
て
参
議
院
が
ど
れ
だ
け
自
律
的
に
運
営
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
内
閣

に
対
す
る
参
議
院
自
民
党
の
影
響
力
を
推
論
す
る
う
え
で
も
重
要
な
問
題
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

こ
れ
ら
は
、
参
議
院
自
民
党
と
い
う
参
議
院
の
重
要
ア
ク
タ
ー
に
関
す
る
理
解
を
深
め
る
の
み
な
ら
ず
、
二
院
制
と
い
う
議
会
制

度
が
政
権
党
の
組
織
や
統
治
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
の
か
を
検
討
す
る
う
え
で
、
避
け
て
通
る
こ
と
が
で
き
な
い
研
究
課
題

で
あ
る
。

〔
付
記
〕　

本
研
究
に
あ
た
っ
て
は
、
櫻
田
會
よ
り
政
治
研
究
助
成
を
受
け
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。

（
1
）　

党
則
は
二
〇
二
四
年
二
月
一
日
時
点
の
も
の
を
参
照
。

（
2
）　

そ
れ
以
外
の
メ
ン
バ
ー
は
総
裁
、
副
総
裁
、
幹
事
長
、
総
務
会
長
、
政
調
会
長
、
選
挙
対
策
委
員
長
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
衆
議
院
議

員
が
独
占
す
る
ポ
ス
ト
で
あ
る
。
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（
（
）　
『
読
売
新
聞
』
二
〇
〇
七
年
一
月
二
四
日
付
朝
刊
。
ま
た
、
参
議
院
自
民
党
は
二
〇
一
九
年
三
月
に
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（https://

sangiin-jim
in.jp/

）
を
開
設
し
、
情
報
発
信
に
も
力
を
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
（
二
〇
二
三
年
一
〇
月
八
日
最
終
閲
覧
）。

（
4
）　

た
だ
し
、
こ
れ
ま
で
に
派
閥
の
領
袖
と
な
っ
た
参
議
院
議
員
と
し
て
以
下
の
二
名
が
存
在
す
る
。
一
人
目
は
一
九
九
八
年
に
旧
渡
辺

派
（
政
策
科
学
研
究
所
）
を
継
承
し
た
村
上
正
邦
で
あ
る
。
そ
の
後
、
村
上
派
は
三
塚
派
か
ら
離
脱
し
た
亀
井
静
香
の
グ
ル
ー
プ
と
合
流

し
て
志
帥
会
と
な
っ
た
。
二
人
目
は
二
〇
一
五
年
に
大
島
派
（
番
町
政
策
研
究
所
）
を
引
き
継
い
だ
山
東
昭
子
で
あ
る
。
山
東
派
は
二
〇

一
七
年
に
麻
生
派
と
合
流
し
て
志
公
会
と
な
っ
た
。

（
5
）　

た
と
え
ば
、
安
倍
晋
三
は
、
自
ら
の
首
相
在
任
中
を
回
顧
し
、
官
僚
に
関
す
る
こ
と
で
は
あ
る
も
の
の
、「
官
邸
が
何
を
言
お
う
が
、

人
事
権
が
な
け
れ
ば
、
言
う
こ
と
を
聞
い
て
く
れ
」
な
い
と
述
べ
て
い
る
（
安
倍　
二
〇
二
三
：
三
七
）。

（
6
）　

仮
に
衆
議
院
に
お
い
て
三
分
の
二
以
上
の
多
数
派
が
形
成
さ
れ
た
と
し
て
も
、
参
議
院
は
成
立
を
望
ま
な
い
法
案
に
つ
い
て
、
そ
の

議
決
を
最
大
六
〇
日
に
わ
た
っ
て
引
き
延
ば
す
こ
と
が
で
き
る
た
め
（
憲
法
五
九
条
四
項
）、
会
期
を
比
較
的
短
く
区
切
っ
て
い
る
日
本

の
国
会
に
お
い
て
再
可
決
権
を
行
使
す
る
に
は
大
き
な
時
間
的
コ
ス
ト
が
伴
う
。

（
7
）　

濱
本
（
二
〇
一
五
）
は
選
挙
制
度
改
革
後
に
主
流
派
優
遇
人
事
と
造
反
が
増
加
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、O

no

（2012

）

は
首
相
に
対
す
る
世
論
の
支
持
が
人
事
に
お
け
る
首
相
の
裁
量
を
規
定
す
る
要
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

（
8
）　
『
国
会
便
覧
』
に
派
閥
に
関
す
る
情
報
が
掲
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
六
一
年
二
月
に
出
版
さ
れ
た
一
六
版
以
降
で
あ

る
が
、
当
初
は
い
ず
れ
の
派
閥
に
も
衆
議
院
議
員
の
名
が
あ
る
の
み
で
あ
っ
た
。

（
9
）　

佐
藤
派
系
は
佐
藤
派
―
田
中
派
―
竹
下（
登
）派
―
小
渕
派
―
橋
本
派
―
津
島
派
―
額
賀
派
―
竹
下（
亘
）派
―
茂
木
派
、
池
田
派
系
は

池
田
派
―
前
尾
派
―
大
平
派
―
鈴
木
派
―
宮
澤
派
―
加
藤
派
―
堀
内
派
―
古
賀
派
―
岸
田
派
、
福
田
派
系
は
福
田
派
―
安
倍（
晋
太
郎
）派

―
三
塚
派
―
森
派
―
町
村
派
―
細
田
派
―
安
倍（
晋
三
）派
、
河
野
派
系
は
河
野（
一
郎
）派
―
中
曽
根
派
―
渡
辺
派
―
村
上
派
―
村
上
・
亀

井
派
―
江
藤
・
亀
井
派
―
伊
吹
派
―
二
階
派
、
三
木
派
系
は
三
木
派
―
河
本
派
―
高
村
派
―
大
島
派
―
山
東
派
、
麻
生
派
系
は
河
野（
洋

平
）グ
ル
ー
プ
―
麻
生
派
を
そ
れ
ぞ
れ
指
す
。

（
10
）　

そ
れ
ぞ
れ
の
総
裁
派
閥
が
獲
得
し
た
ポ
ス
ト
は
、
中
曽
根
派
が
予
算
委
員
長
（
一
期
）、
森
派
が
政
策
審
議
会
長
（
二
期
）、
国
会
対

策
委
員
長
（
一
期
）、
議
長
（
一
期
）、
議
院
運
営
委
員
長
（
二
期
）
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
参
議
院
自
民
党
を
主
導
す
る
議
員
会
長
と
幹
事

長
の
ポ
ス
ト
は
得
て
い
な
い
。



1（4

法学研究 97 巻 1 号（2024：1）

（
11
）　

た
と
え
ば
、
一
九
八
〇
年
七
月
に
議
員
会
長
と
な
っ
た
町
村
金
五
は
就
任
時
、
参
議
院
当
選
二
回
の
後
半
（
二
ｂ
）
で
あ
っ
た
が
、

参
議
院
議
員
に
鞍
替
え
前
に
衆
議
院
議
員
を
四
期
経
験
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
衆
議
院
当
選
八
回
相
当
と
み
な
さ
れ
る
。

（
12
）　

各
議
長
が
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
は
竹
中
（
二
〇
一
〇
）
を
参
照
。

参
考
文
献

安
倍
晋
三
『
安
倍
晋
三　
回
顧
録
』
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
二
三
年
。

石
川
真
澄
・
山
口
二
郎
『
戦
後
政
治
史
』
第
四
版
、
岩
波
書
店
、
二
〇
二
一
年
。

石
間
英
雄
「
政
党
内
政
策
組
織
と
強
い
上
院
―
日
豪
の
事
前
審
査
に
関
す
る
比
較
研
究
」『
選
挙
研
究
』
三
四
巻
二
号
、
二
〇
一
八
年
、
四

七
―
五
七
頁
。

石
間
英
雄
・
建
林
正
彦
「
二
院
制
と
政
党
組
織
―
参
議
院
議
員
の
政
策
活
動
」『
選
挙
研
究
』
三
六
巻
一
号
、
二
〇
二
〇
年
、
三
五
―
四
八

頁
。

川
人
貞
史
「
シ
ニ
オ
リ
テ
ィ
・
ル
ー
ル
と
派
閥
―
自
民
党
に
お
け
る
人
事
配
分
の
変
化
」『
レ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
臨
時
増
刊
号
（
一
九
九
六

年
冬
）、
一
九
九
六
年
ａ
、
一
一
一
―
一
四
五
頁
。

川
人
貞
史
「
自
民
党
に
お
け
る
役
職
人
事
の
制
度
化
」『
法
学
』
五
九
巻
六
号
、
一
九
九
六
年
ｂ
、
九
三
三
―
九
五
七
頁
。

川
人
貞
史
『
議
院
内
閣
制
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
五
年
。

北
岡
伸
一
『
自
民
党
―
政
権
党
の
（8
年
』
読
売
新
聞
社
、
一
九
九
五
年
。

斎
藤
淳
『
自
民
党
長
期
政
権
の
政
治
経
済
学
―
利
益
誘
導
政
治
の
自
己
矛
盾
』
勁
草
書
房
、
二
〇
一
〇
年
。

佐
藤
誠
三
郎
・
松
崎
哲
久
『
自
民
党
政
権
』
中
央
公
論
社
、
一
九
八
六
年
。

自
由
民
主
党
編
『
自
由
民
主
党
五
十
年
史　

資
料
編
』
自
由
民
主
党
、
二
〇
〇
六
年
。

高
橋
和
之
『
現
代
立
憲
主
義
の
制
度
構
想
』
有
斐
閣
、
二
〇
〇
六
年
。

高
安
健
将
「
自
民
党
の
組
織
構
造
と
首
相
の
権
力
」『
選
挙
研
究
』
三
〇
巻
二
号
、
二
〇
一
四
年
、
三
五
―
四
八
頁
。

竹
中
治
堅
『
首
相
支
配
―
日
本
政
治
の
変
貌
』
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
五
年
。



1（5

参議院自民党の人事と首相権力

竹
中
治
堅
『
参
議
院
と
は
何
か　

1 

9 

4 

7
～
2 

0 

1 

0
』
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
〇
年
。

竹
中
治
堅
「
二
大
政
党
競
争
期
の
「
日
本
型
分
割
政
府
」
と
参
議
院
の
役
割
」『
年
報
政
治
学
2 

0 

2 

（
―
Ⅰ
』
三
三
―
七
〇
頁
。

東
大
法
・
第
5
期
蒲
島
郁
夫
ゼ
ミ
編
『
参
議
院
の
研
究　

第
2
巻
議
員
・
国
会
編
』
木
鐸
社
、
二
〇
〇
五
年
。

濱
本
真
輔
「
首
相
と
党
内
統
治
―
人
事
と
造
反
」『
選
挙
研
究
』
三
一
巻
二
号
、
二
〇
一
五
年
、
三
二
―
四
七
頁
。

待
鳥
聡
史
「
参
議
院
自
民
党
に
お
け
る
閣
僚
ポ
ス
ト
配
分
ル
ー
ル
の
形
成
―
出
発
点
と
し
て
の
1 

9 

7 

1
年
参
議
院
議
長
選
挙
」『
選
挙
研

究
』
一
六
号
、
二
〇
〇
一
年
、
六
七
―
七
七
頁
。

待
鳥
聡
史
「
参
議
院
自
民
党
と
政
党
再
編
」『
レ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
三
〇
号
、
二
〇
〇
二
年
、
六
七
―
八
九
頁
。

待
鳥
聡
史
『
政
治
改
革
再
考
―
変
貌
を
遂
げ
た
国
家
の
軌
跡
』
新
潮
社
、
二
〇
二
〇
年
。

松
浦
淳
介
『
分
裂
議
会
の
政
治
学
―
参
議
院
に
対
す
る
閣
法
提
出
者
の
予
測
的
対
応
』
木
鐸
社
、
二
〇
一
七
年
。

松
浦
淳
介
「
参
議
院
選
挙
と
安
倍
政
権
の
国
会
運
営
」『
法
学
研
究
』
九
三
巻
四
号
、
二
〇
二
〇
年
、
八
一
―
一
〇
九
頁
。

松
浦
淳
介
「
政
権
人
事
と
参
議
院
―
政
権
内
に
お
け
る
参
議
院
議
員
の
位
置
づ
け
と
そ
の
変
容
」『
法
政
論
叢
』
五
八
巻
一
号
、
二
〇
二
二

年
、
一
―
一
五
頁
。

松
浦
淳
介
「
自
民
党
政
権
下
の
閣
僚
人
事
と
参
議
院
議
員
―
参
議
院
自
民
党
に
お
け
る
人
事
慣
行
の
形
成
と
動
揺
」『
法
学
研
究
』
九
六
巻

二
号
、
二
〇
二
三
年
、
一
二
一
―
一
四
八
頁
。

山
本
健
太
郎
『
政
党
間
移
動
と
政
党
シ
ス
テ
ム
―
日
本
に
お
け
る
「
政
界
再
編
」
の
研
究
』
木
鐸
社
、
二
〇
一
〇
年
。

Calder, K
ent E. 1988. Crisis and Com

pensation: Public Policy and Political Stability in Japan, 1949-1986. Princeton 
U

niversity Press.
D

ruckm
an, Jam

es N
. and M

ichael T
hies. 2002. “T

he Im
portance of Concurrence: T

he Im
pact of Bicam

eralism
 on 

Governm
ent Form

ation and D
uration.” A

m
erican Journal of Political Science 46 

（4 

）: 760-771.
D

ruckm
an,  Jam

es N
., Lanny M

artin, and M
ichael T

hies. 2005. “Influence W
ithout Confidence: U

pper Cham
bers and 

Governm
ent Form

ation.” Legislative Studies Q
uarterly （0: 529-548.

K
rauss  Ellis S. and Robert J. Pekkanen. 2010. T

he R
ise and Fall of Japan’s LD

P: Political Party O
rganizations A

s 



1（6

法学研究 97 巻 1 号（2024：1）
H

istorical Institutions. Cornell U
niversity Press.

Ganghof,  Steffen. 2014. “Bicam
eralism

 A
s a Form

 of Governm
ent 

（O
r: W

hy A
ustralia and Japan D

o N
ot H

ave a 
Parliam

entary System

）.” Parliam
entary A

ffairs 67 

（（ 

）: 647-66（.
Ganghof,  Steffen. 2018. “A

 N
ew

 Political System
 M

odel: Sem
i-Parliam

entary  Governm
ent.”  E

uropean Journal of 
Political R

esearch 57 

（2 

）: 261-281.
Ganghof,  Steffen. 2022. Beyond Presidentialism

 and Parliam
entarism

: D
em

ocratic D
esign and the Separation of 

Pow
ers. O

xford U
niversity Press.

Lijphart,  A
rend. 2012. Patterns of D

em
ocracy: G

overnm
ent Form

s and Perform
ance in T

hirty-Six Countries, Second 
E

dition. Y
ale U

niversity Press.

（
粕
谷
祐
子
・
菊
池
啓
一
訳
『
民
主
主
義
対
民
主
主
義
―
多
数
決
型
と
コ
ン
セ
ン
サ
ス
型
の
（6
カ

国
比
較
研
究
［
原
著
第
2
版
］』
勁
草
書
房
、
二
〇
一
四
年
。）

O
no, Y

oshikuni. 2012. “Portfolio A
llocation as Leadership Strategy: Intraparty Bargaining in Japan.” A

m
erican 

Journal of Political Science  56 
（（ 

）: 55（-567.
Rosenbluth,  Frances M

cCall, and M
ichael F. T

hies. 2010. Japan T
ransform

ed: Political Change and E
conom

ic 
R

estructuring. Princeton U
niversity Press.

（
徳
川
家
広
訳
『
日
本
政
治
の
大
転
換
―
「
鉄
と
コ
メ
の
同
盟
」
か
ら
日
本
型
自

由
主
義
へ
』
勁
草
書
房
、
二
〇
一
二
年
。）




